
4.保育の利用を必要とする理由等

　　※保育所等へ入所できる基準

　　　両親のいずれもが次のいずれかの事情に該当する場合です。

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

5.児童の状況

6.祖父母の状況

同居・別居

祖父
T・S

△△年　△月　△日 同・別

祖母
T・S

△△年　△月　△日 同・別

祖父
T・S

△△年　△月　△日 同・別

祖母
T・S

△△年　△月　△日 同・別

≪　記　入　例　（裏）　≫

父

区分
　□就労　　□求職活動　　□疾病・障害　　□介護等　　□災害復旧

　□就学　　□虐待・DV　 □育休　　　　   □その他（　　　　　　　　）

就労日数 週に　6　日　／　１か月平均　24　日

就労時間
月～金 8時　30分　～　　17時　30分　（　　9時間　0分）

土 8時　30分　～　　17時　30分　（　　9時間　0分）

母

区分
　□就労　　□求職活動　　□疾病・障害　　□介護等　　□災害復旧

　□就学　　□虐待・DV　 □妊娠・出産　   □育休　　□その他（　　　）

就労日数 週に　5　日　／　１か月平均　20　日

就労時間
月～金 9時　 0分　～　　16時　 0分　（　　7時間　0分）

土   　　　時　　分　～　　　 時　　分　（　　時間　　分）

（1）
家庭外労働 月16日以上かつ1日3時間以上の労働を状態としていること。

家庭内労働 昼間家庭で児童と離れて家事以外の仕事をすることを状態としていること。

災害復旧 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること。

求職活動 求職活動（起業の準備を含む）を継続的に行っていること。

就学
学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校その他これに準ずる教育施設
に在学している又は職業訓練を受けていること。

妊娠・出産 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。（出産前後各3ヶ月間）

疾病・障害 病気又は心身に障害を有していること。

介護・看護 同居の親族（長期入院している親族を含む）を常時介護又は看護していること。

保育状況 　□保育所（町内・町外）　□家庭保育　□祖父母（親類等）が保育　□幼稚園　□その他

健康状況 　□アトピー　□アレルギー（　　卵　　）　□ぜんそく　□その他（　　　　　）

その他

※健康状況・障がい・発達面において不安なこと等

虐待・DV
児童虐待を行っている又は行われているおそれがあると認められること。配偶
者からの暴力により児童の保育を行うことが困難であると認められること。

育児休業
育児休業中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であると
認められること。

その他
前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市町村が認める事由に
該当すること。

母
方

最上　大吉 寒河江市 自営業　良好

最上　幸子 寒河江市 自営業　良好

区分 氏名 生年月日 住所（別居の場合） 職業・健康状態

父
方

大江　五郎 無職　障害あり

大江　ふね 無職　良好

☆提出について

この「施設型給付費等・地域型保育給付費等支給認定（現況届）申請書兼入所申込書」は、保護者が

「令和７年度保育園・幼稚園ご入園についてのご案内」をよく読み、漏れなく記入の上、役場健康福祉課に提

出して下さい。２人以上の児童について同時に申し込む場合は、児童につき１枚ずつ申請書を提出して下さい。

次の「※保育所等へ入所で

きる基準」を参考に、父母の

状況について該当する項目

に☑チェックしてください。

※父母の保育を必要とする

状況を証明する書類（「令
和７年度保育園・幼稚園ご入

園について」参照）を

それぞれ添付してください。

「アレルギー」や「その

他」事項は、入園施設

決定後の参考情報とな

りますので、漏れなく記

入してください。

アレルギーの児童の場

合、入所前後に別の書

類作成があります。ご

協力ください。

✔

✔

✔
✔


